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1. 檜枝岐村⼈⼝ビジョンの概要 
 

1.1 人口ビジョンの作成趣旨 

少子高齢社会の進展に的確に対応し、人口減少に歯止めをかけるとともに、将来に

わたり活力ある持続可能な地域社会を構築していくため、国の「まち・ひと・しごと

創生長期ビジョン」や「まち・ひと・しごと創生総合戦略」等を踏まえ、檜枝岐村に

おける人口の現状と将来の展望を示す「檜枝岐村人口ビジョン」（以下、「人口ビジョ

ン」という。）を策定します。 

人口ビジョンは、檜枝岐村における人口及びそれに関連する産業・経済等の現状を

分析し、今後取り組むべき将来の方向性及び人口の将来展望を示すものです。 

 

 
出典： 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局  

「地方人口ビジョン」及び「地方版総合戦略」の策定に向けた 
人口動向分析・将来人口推計について 

図-1 国・地方における「人口ビジョン」・「総合戦略」のイメージ 

 

1.2 人口ビジョンの対象期間 

人口ビジョンの対象期間は、国の「まち・ひと・しごと創成長期人口ビジョン」に

基づき、平成 52（2040）年までとします。 
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2. 基礎分析 
 

2.1 人口構造・人口動向等の分析 

村の過去から現在に至る人口の推移を把握し、その背景を分析することにより、講ず

べき施策の検討材料を得ることを目的として、国が提供するデータの活用等により、時

系列による人口動向や年齢階級別の人口移動分析を行います。 

 

2.1.1 総人口の推移 

１）総人口の推移 

国勢調査によると村の人口は、平成 2（1990）年までは毎年 5％程度の減少が続き、

平成2（1990）年から平成12（2000）年までは増加に転じましたが、平成12（2000）年

以降は再び減少し、平成25（2013）年では、近年のピーク人口（2000年；757人）に対

して約18％減少しています。 

平成22（2010）年以降は減少率が鈍化し、最近4か年はほぼ横ばいとなっています。 

 

 

出典：総務省統計局「国勢調査」 

 

出典：檜枝岐村公民館報 

図-2 檜枝岐村の住民基本台帳人口の推移 

約 18%減少

近年のピーク人口

2010 年以降は減少率が鈍化
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２）年齢（３区分）別人口の割合の推移 

年齢（３区分）別人口構成は、昭和 55（1980）年から平成 22（2010）年にかけて、

年少人口（0～12歳）が半減、生産年齢人口（15～64歳）が約3割減と、ともに大きく

減少しています。一方、高齢人口（65歳以上）の割合は約2.5倍に増加し、平成12（2000）

年には21％を超え、超高齢社会となっています。 

 

 

出典：総務省統計局「国勢調査」 

図-3 年齢（3区分）別人口構成の推移 

 

約 2.5 倍

約 3 割減

 半減
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３）人口ピラミッド 

平成22（2010）年では、最も人口が多い年代は、男性が40・50歳代、女性は70歳代

です。また、男女とも15～19歳の人口が少ない要因は、村から通学できる高校がなく、

当該年代が高校進学時に他市町村に転出するためです。 

なお、平成 12（2000）年と平成 22（2010）年の人口ピラミッドを比較すると、男女

共に0～34歳までの人口が減少し、80歳以上の人口が増加しています。 

 

 

 

 
出典：総務省統計局「国勢調査」 

図-4 人口ピラミッド（平成12年・平成22年） 
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2.1.2  自然動態（出生数・死亡数） 

出生数・死亡数ともに変動が大きいですが、死亡数は徐々に増加している傾向が見

受けられます。そのため、自然減はわずかですが増加傾向にあることが見受けられま

す。 

 

 

 

出典：厚生労働省「人口動態統計」 

 

 

出典：厚生労働省「人口動態統計」 

図-5 出生・死亡数および自然動態の推移 
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2.1.3  社会動態（転入・転出） 

平成 7（1995）年以降、村の転入・転出の推移には増減変動がありますが、総じて

転出人口の方が多い傾向にあります。 

 

 

 
出典：総務省「住民基本台帳人口移動報告」 

 

図-6 転入・転出者数および社会動態の推移 
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2.2 産業・経済等の動向 

 

2.2.1 産業動向 

１）産業大分類別従業者数・特化係数 

村において従業者数が最も多い産業は「宿泊業、飲食サービス業」です。その従業

者比率は 50％とかなり高い割合で、次いで「公務」、「生活関連サービス業」、「卸売

業、小売業」となっています。 

また、特化係数（1 より大きい産業は基盤産業）を見ると、村では「宿泊業、飲食

サービス業」、「林業」、「漁業」の順に高くなっていますが、福島県の平均や近隣の市

町村では、「林業」、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「農業」が高い値を示しています。 

このことから、県内や近隣市町村は林業や鉱業に特化している地域ですが、村の産

業構造は、「観光産業」に特化していることが分かります。 

 

 

表-1 檜枝岐村および福島県の大分類別従業者数・従業者比率 

  
檜枝岐村 福島県 

従業者数 従業者比率 従業者数 従業者比率

第 1 次

産業 

A1 農業 2 0.52 67,092 7.22 

A2 林業 3 0.79 2,399 0.26 

Ｂ 漁業 5 1.31 1,969 0.21 

Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業 0 0.00 490 0.05 

第 2 次

産業 

Ｄ 建設業 13 3.40 83,334 8.97 

Ｅ 製造業 3 0.79 186,788 20.11 

第 3 次

産業 

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 0 0.00 7,385 0.79 

Ｇ 情報通信業 0 0.00 8,407 0.90 

Ｈ 運輸業，郵便業 7 1.83 44,355 4.77 

Ｉ 卸売業，小売業 27 7.07 141,222 15.20 

Ｊ 金融業，保険業 2 0.52 18,475 1.99 

Ｋ 不動産業，物品賃貸業 0 0.00 9,410 1.01 

Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 0 0.00 18,596 2.00 

Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 191 50.00 50,701 5.46 

Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業 31 8.12 35,048 3.77 

Ｏ 教育，学習支援業 26 6.81 39,035 4.20 

Ｐ 医療，福祉 11 2.88 95,229 10.25 

Ｑ 複合サービス事業 8 2.09 8,739 0.94 

Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 9 2.36 48,982 5.27 

Ｓ 公務（他に分類されるものを除く） 44 11.52 31,546 3.40 

その他 Ｔ 分類不能の産業 0 0.00 29,826 3.21 

※ ピンクの着色は従業員数が 1 番多い項目、オレンジの着色は従業員数が 2～5 番目に多い項目
を示す 

出典：総務省統計局「地域の産業・雇用創造チャート－統計で見る稼ぐ力と雇用力－」 
平成 22年国勢調査による算出結果 
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出典：総務省統計局「地域の産業・雇用創造チャート－統計で見る稼ぐ力と雇用力－」 
平成 22年国勢調査による算出結果 

図-7 檜枝岐村および福島県の大分類別従業者数・従業者比率 

 

表-2 檜枝岐村および近隣市町村の特化係数 

  
檜枝岐

村 
只見町

南会津

町 

群馬県

片品村

新潟県

魚沼市 

栃木県

日光市
福島県

A1 農業 0.15 4.03 3.70 4.86 2.89  1.40 2.02 

A2 林業 6.83 11.01 12.36 18.53 1.78  4.29 2.25 

Ｂ 漁業 4.41 1.03 0.23 0.64 0.65  0.19 0.71 

Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業 0.00 9.40 11.63 10.24 2.90  3.73 1.42 

Ｄ 建設業 0.45 2.21 1.46 1.42 1.78  1.18 1.19 

Ｅ 製造業 0.05 1.05 0.93 0.53 1.16  1.16 1.25 

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 0.00 1.10 1.22 0.24 1.00  1.67 1.67 

Ｇ 情報通信業 0.00 0.06 0.07 0.01 0.11  0.08 0.33 

Ｈ 運輸業，郵便業 0.34 0.48 0.65 1.44 0.60  0.76 0.88 

Ｉ 卸売業，小売業 0.43 0.57 0.74 0.43 0.82  0.85 0.92 

Ｊ 金融業，保険業 0.21 0.43 0.48 0.28 0.49  0.49 0.78 

Ｋ 不動産業，物品賃貸業 0.00 0.28 0.21 0.12 0.31  0.38 0.54 

Ｌ 学術研究，専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業 0.00 0.22 0.82 0.18 0.32  0.54 0.63 

Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 8.71 1.46 1.36 3.86 1.06  2.56 0.95 

Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業 2.20 0.72 0.97 1.54 0.93  1.36 1.02 

Ｏ 教育，学習支援業 1.54 1.03 1.04 0.65 0.87  0.85 0.95 

Ｐ 医療，福祉 0.28 0.76 0.88 0.45 1.17  0.84 1.00 

Ｑ 複合サービス事業 3.31 3.11 3.69 3.07 2.69  1.00 1.49 

Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 0.41 0.65 0.69 0.47 0.78  0.97 0.92 

Ｓ 公務（他に分類されるものを除く） 3.41 1.68 1.99 1.01 1.15  0.88 1.00 

Ｔ 分類不能の産業 0.00 0.06 0.02 0.10 0.21  0.46 0.55 

※青字は特化係数が 1 以上のものを示す。 
※赤字は各市町村において特化係数が最も高いものを示す。 

出典：総務省統計局「地域の産業・雇用創造チャート－統計で見る稼ぐ力と雇用力－」 
平成 22年国勢調査による算出結果 
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２）農林水産業 

村は、総土地面積の 86％が林野となっており、耕地は 18ha と総土地面積の 0.05％

程度、農業生産額は 1 千万円となっています。また、事業所数は平成 12（2000）年

以降 2 事業所のみと変わらず、農家数は、平成 12（2000）年では 7 戸でしたが平成

22（2010）年には 6 戸と 1 戸減少しました。 

 

表-3 檜枝岐村における農林水産業に関する統計データ 

分類 1 分類 2 値 備考 

面積 

総土地面積 39,050 ha 2010 年世界農林業センサス 

（H22 年データ） 林野面積 33,727 ha

耕地面積 18 ha
平成 26 年面積調査 

（H26 年データ） 

田耕地面積 - 2010 年世界農林業センサス 

（H26 年データ） 畑耕地面積 18 ha

耕作放棄地面積 17 ha
2010 年世界農林業センサス 

（H22 年データ） 

農林経営体数・農

家数 

農業経営体数 2 経営体 2010 年世界農林業センサス 

（H22 年データ） 総農家数（自給的農家数） 6

農業産出額 合計 1 千万円
平成 18 年生産農業所得統計 

（H18 年データ） 

林業経営体 林家数 73 戸
2010 年世界農林業センサス 

（H22 年データ） 

漁業関連施設数 営んだ水産加工場数（実数） 1 工場
2013 年漁業センサス 

内水面養殖業 営んだ経営体数 1 経営体

出典：農林水産省「グラフと統計でみる農林水産業」 

 

表-4 檜枝岐村における農業経営体数・農家数 

  
総  農  家  数 

農業経営体数 出典 
計 販売農家数 自給的農家数

平成 12 年 

（2000 年） 
7 1 6 2

2000 年世界農林業

センサス報告書 

平成 17 年 

（2005 年） 
6 1 5 2

2005 年農林業セン

サス報告書   

平成 22 年 

（2010 年） 
6 - 6 2

2010 年世界農林業

センサス報告書 

 

 

３）工業 

檜枝岐村には工業関係の事業所はありません。 
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４）商業 

平成 6（1994）年以降、事業所数、従業員数ともに減少しています。 

年間商品販売額も平成 26（2014）年は平成 6（1994）年の 3 割程度まで減少し、売

り場面積及び年間商品販売額も同様の傾向を示しています。 

 

表-5 小売業の商店数，従業者数，年間販売額 

 
事業所数

従業員数

（人） 

年間商品販売額

（百万円） 

売り場面積

（m2） 
出典 

平成 6 年 

（1994 年） 
13 58 874 1179

経済産業省「商業統計」平成 6年

商業統計確報 

平成 9 年 

（1997 年） 
14 49 788 1085

経済産業省「商業統計」平成 9年

商業統計確報 

平成 14 年 

（2002 年） 
6 14 208 269

経済産業省「商業統計」平成 14年

商業統計確報 

平成 19 年 

（2007 年） 
7 20 301 496

経済産業省「商業統計」平成 19年

商業統計確報 

平成 24 年 

（2012 年） 
7 29 240 372

福島県「平成 24 年経済センサス－
活動調査」 

平成 26 年 

（2014 年） 
6 20 290 -

経済産業省「商業統計」平成 26年

商業統計確報 

 

 

 

図-8 小売業の商店数・従業者数の推移と年間販売額・売り場面積の推移 
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2.2.2 福祉 

１）医療施設・病床数 

平成 11（1999）年から、医療施設数は変化していません。医療従事者数は平成 21

（2009）年に 0名となりましたが、翌年以降には医師が１名となっています。 

 

表-6 医療施設数および従業者数 

 
医療施設 従業者 

病院数 一般診療所 歯科診療所 医師 歯科医師 薬剤師 

平成 11 年 

（1999 年） - 1 - 1 － －

平成 15 年 

（2003 年） - 1 - 1 - -

平成 21 年 

（2009 年） - 1 - - - -

平成 22 年 

（2010 年） - 1 - 1 - -

平成 23 年 

（2011 年） - 1 - 1 - -

平成 27 年 

（2015 年） - 1 - 1 - -

出典：福島県勢要覧 
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2.2.3 教育 

 

１）小学校 

生徒数は平成 21（2009）年から平成 27（2015）年の 6 年間で 45 人から 26 人と大

きく減少していますが、学校数は減少していません。 

 

２）中学校 

生徒数は微増減を繰り返していますが、平成 11（1999）年から平成 27（2015）年

の 16 年間では 26 人から 22 人と 4 名減少しています。 

 

 

表-7 学校数および児童数・教員数 

 

小学校(国立．公立．私立) 中学校（国立．公立．私立） 

学校数 児童数 
教員数 

(本務者)
学校数 生徒数 

教員数 

(本務者)

1999 年 

（平成 11 年） 
1 41 7 1 26 8

2004 年 

（平成 16 年） 
1 43 9 1 18 8

2009 年 

（平成 21 年） 
1 45 8 1 18 9

2015 年 

（平成 27 年） 
1 26 8 1 22 8

出典：福島県勢要覧 
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2.2.4 交流 

１）観光入込客数 

村の主な観光名所は、尾瀬檜枝岐温泉、尾瀬国立公園であり、それらの施設の観光

入込客数は、2007（平成 18）年以降、徐々に減少傾向にあります。 

また、尾瀬国立公園の沼山峠からの入山者数も 1997（平成 9）年の 196,433 人をピ

ークに徐々に減少し、2014（平成 26）年には 71,500 人とピーク時の 36％程度まで減

少しています。 

表-8 檜枝岐村の観光入込客数 

 

尾瀬檜枝岐 

温泉 
尾瀬国立公園

平成 18 年 

（2006 年） 
80,153 116,407 

平成 19 年 

（2007 年） 
85,842 119,398 

平成 20 年 

（2008 年） 
80,582 123,200 

平成 21 年 

（2009 年） 
75,166 100,500 

平成 22 年 

（2010 年） 
72,203 104,300 

平成 23 年 

（2011 年） 
56,542 68,300

平成 24 年 

（2012 年） 
66,145 85,900 

平成 25 年 

（2013 年） 
62,123 91,900 

【出典】尾瀬檜枝岐温泉：檜枝岐村 
尾瀬国立公園：環境省 

 

 

出典：環境省 尾瀬国立公園入山者数調査公表資料 

図-9 尾瀬国立公園の入山者推移 
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2.3 将来人口推計 

 

2.3.1  人口推計結果 

現状分析を踏まえ、国勢調査の人口及び住民基本台帳人口に基づき次の３つのパタ

ーンの推計を行いました。 

将来人口の推計及び分析は、『「地方人口ビジョン」及び「地方版総合戦略」の策定

に向けた人口動向分析・将来推計について』（内閣官房まち・ひと・しごと創生本部

事務局，平成 26 年 10 月 20 日）を参考としながら、コーホート変化率法※1 を用い

て、住民基本台帳上の人口に基づく人口推計を行いました。 

 

パターン①：国立社会保障・人口問題研究所（以下、「社人研」という。）の推計。 

平成 17 年から平成 22年の国勢調査人口推移に基づき、将来人口を

予測。 

パターン②：日本創生会議の推計に準拠した推計。 

        パターン①を基本に、移動数が同水準で推移すると仮定し、将来人  

       口を予測。 

パターン③：村が独自に出生や移動の仮定を設けた推計。 

       出生率が段階的に増加し、移動数が変化しないと仮定し、将来人口

を予測。 

 

人口推計の結果、平成 52（2040）年時点の人口はパターン①が 345 人（平成 27 年

の 56％）、パターン②は 295 人（平成 27 年の 48％）、パターン③は 485 人（平成 27

年の 79％）となり、いずれのケースでも基準年（平成 27 年）と比較して 38～48％程

度減少することが予測されます。 

また、パターン①では平成 47 年に、パターン②では平成 42 年に老年（65 歳以上）

人口が生産年齢（15～64 歳）人口を上回ると予測されていますが、出生率が段階的

に増加するパターン③では平成 52 年時点でも生産年齢人口が老年人口を上回ると推

計されます。 

 

 

※1 「コーホート変化率法」とは，同じ年（又は同じ期間）に生まれた人々の各集団

について，過去における実績人口の動勢から「変化率」を求め，それに基づき将来

人口を推計する方法です。 

 

 

 

 

 

 



 

（参考）将来人口推計パターンの概要 

概要 基準年 推計年 

パターン 1:社人研推計準拠 

・主に平成 17 年～22年の人口動向を勘案し将来人口を推計。 

・移動率は今後、全域的に減少すると仮定。 

＜出生に関する仮定＞ 

・平成 22年の全国子ども女性比（15～49 歳女性人口に対する 0～4

歳人口の割合）と村の子ども女性比をとり、その比が平成 27 年

以降一定として仮定。 

＜死亡に関する仮定＞ 

・55～59 歳→60～64 歳以下は、全国一律の生残率を適用。60～64

歳→65～69 歳以上では、県と村の生存率の比から算出される独

自の生残率を適用。 

＜移動に関する仮定＞ 

・平成 17 年～22 年の国勢調査に基づいて算出された純移動率が平

成 27 年～32 年までに定率で 0.5 倍縮小し、その後はその値を平

成 47 年～52 年まで一定と仮定。 

 

平成 22 年

（2010 年）

平成 27 年

平成 32 年

平成 37 年

平成 42 年

平成 47 年

平成 52 年

パターン 2：日本創生会議推計準拠 

・社人研推計をベースに移動に関して異なる仮定を設定 

＜出生・死亡に関する仮定＞ 

・パターン１と同様。 

＜移動に関する仮定＞ 

・全国の総移動数が、社人研の平成 22～27 年の推計値から縮小せ

ずに、平成 47 年から平成 52 年まで概ね同水準で推移すると仮定。

（社人研推計に比べて純移動率の絶対値が大きくなる） 

 

平成 22 年

（2010 年）

平成 27 年

平成 32 年

平成 37 年

平成 42 年

平成 47 年

平成 52 年

パターン 3：村独自推計準拠 

・独自に出生や移動の仮定を設定。 

＜出生・死亡に関する仮定＞ 

・出生率が平成 27 年から段階的に上昇すると仮定。 

H27 年 H32 年 H37 年 H42 年 H52 年 

1.43 1.5 1.8 2.1 2.1 

＜移動に関する仮定＞ 

・移動数の増減ゼロと仮定。 

 

平成 22 年

（2010 年）

平成 27 年

平成 32 年

平成 37 年

平成 42 年

平成 47 年

平成 52 年
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2.3.2  人口の現状考察 

2.3.1 の人口推計から、以下のように考察できます。 

 

(1)高齢化の進行 

・ 子育て世代が少ないため、その中で出生率が向上しても人口構成が大幅に改善

することは難しいと考えられます。平成 47（2035）年頃には高齢化率 50%を超

えることが予測されます。 

 

(2)総人口の減少 

・ 村は国全体より早く人口減少の動向を示してきました。今後、更なる高齢化の

進行とともに、自然減も増加することが予想されます。 

 

(3)転出超過による人口減少 

・ 人口の社会増減は拮抗した状態にありますが、近年は転出がやや上回っていま

す。転出超過が続くことで、少子高齢が加速する懸念があります。 

 

(4)地域経済規模縮小への懸念 

・ 主な産業である「観光」における民宿等の経営層の高齢化、後継ぎ不足によっ

て地域経済が縮小し、更なる人口流出や人材還流の鈍化に繋がる可能性があり

ます。 

 

(5)地域コミュニティ機能低下の懸念 

・ 人口減により、自治に関する住民組織の担い手が不足して共助機能が低下する

ほか、住民によって構成される消防団員数の減少等により、地域の防災力低下

が懸念されます。 

・ 児童・生徒数の減少により、学校運営に大きな支障が生じます。また、若年層

の減少により、地域の歴史や文化の継承が困難になると考えられます。 

・ 地域活動が縮小することによって、住民同士の交流の機会が減少し、地域のに

ぎわいや地域への愛着が低下することが危惧されます。 
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3. ⼈⼝の将来展望 
 

3.1  目標人口 

１）目指すべき将来の方向性 

前項までに記した現状、将来人口推計から、村では今後更に高齢化が進行し、総人

口が減少して地域コミュニティ機能の低下が懸念される予測となっています。 

このため、「檜枝岐村が村として健全に存続・発展しうる人口規模の維持」を目標

として、人口の将来展望の方向性を以下の様に設定します。 

 

 

 

 

 

２）目標人口 

檜枝岐村の人口は昭和 35（1960）年の 983 人をピークに、一時期は増加に転じた

後、再び減少を続けておりますが、平成 22（2010）年頃からは 600 人程度で推移し

ており、平成 27（2015）年も 614 人（国勢調査 速報値）と概ねその水準を維持して

います。 

このことから、少なくとも 600 人の人口を維持していくことが、村の産業・文化を

継承するとともに、学校教育・行政機能等を維持することにつながると考えます。 

なお、この 600 人という人口は、将来人口（平成 52（2040）年の人口）が 500 人

を下回ると予測されているため、人口流出抑制・定住人口確保・子どもを産み育てる

環境整備等において、行政及び村民がともに努力することで到達し得る目標であると

考えます。 

 

 

 

檜枝岐村の将来人口目標＝600 人 
 

 

 

将来の方向性 

・人口流出の抑制 

・安定した雇用の拡充（定住人口の確保） 

・若い世代の結婚・出産・子育て環境の整備推進 
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3.2  人口の将来展望（入込客数（収益）増大による人口増員の概算検証） 

前述（図-10現行推移）のとおり、村の人口は平成52年（2040年）には平成22（2010）

年に対して約 45%の人口減少が予想されます。また、出生率の向上と人口流出の抑制に

より人口減少は緩やかになりますが、将来人口は 500 人を下回る（高齢化率 40%程度）

と予測されます（但し、平成27（2015）年の国勢調査速報値では614人と予想よりも好

調に人口を維持しています）。 

 

 

 

2015 年 12 月時点の人口（614 人）は、平成 27 年国勢調査速報値 

図-10 将来人口予測 

 

★

2015年12月時点 

614人 
2010年を基準とした予測より 

好調に人口を維持 
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人口シミュレーションでは平成52（2040）年に485人となる将来人口を600人にする

ためには、村の主産業である「観光」を外部競争力のある産業として強化し、定住人口

を確保することが必要であると考えます。 

そこで、村で最も従業者比率の高い「宿泊業」において、「民宿などの宿泊施設の稼

働率向上」を例にどの程度の規模の観光振興が必要であるかを検証します。 

 

現在の村内宿泊施設の稼働率は年間平均16.3％であり、宿泊・土産物購入等による民

間観光収入規模は3億円／年と推計されます。 

将来人口シミュレーション（別添参考資料）によると、将来人口600人を達成するた

めの民間増収規模は約7,000万円／年です。これは、観光シーズンの宿泊者を6,000人

増加させることや、民宿の年間稼働率を20％程度まで引き上げることで実現可能である

と考えられます。具体的には、観光シーズンにおいて月2回程度、満室状態になること

で達成可能な規模です。 

村では、現在でも歌舞伎、真夏の雪まつりなどの人気イベント時には民宿、旅館はほ

ぼ満室となっているため、例えば、このような時期に訪れていただいたお客様に連泊し

てもらうような取り組みを進めていくことが考えられます。 

また、冬期間の観光メニューを拡充し、現在10％程度にとどまっている冬期間の宿泊

稼働率を高めていく通年型観光を提案していくことも効果的であると考えられます。 

 

 

 

  図-11 旅館・民宿の平均稼働率 

        （平成26年度入湯税データ及び宿別収容人員一覧表数値より） 

 

 

・5/12歌舞伎
・8月第 1土曜日 真夏の雪まつり

・8/18歌舞伎 

海の日周辺・
・9月第 1土曜日 歌舞伎

・10月体育の日

平均稼働率 16.3% 

朱書き：概ね満室となる時期 
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（参考）将来⼈⼝シミュレーション 

 

図-12 人口流出抑制・定住人口確保へのアプローチ 

 

 

現状 

・ 現状の民間観光収入規模（宿泊・土産物購入等）  3億円/年 

・ 宿泊施設の稼働状況               16.3％/年（平均値） 

・ 現状における各宿の平均収入 

（36施設の単純平均、税抜売上額-原価）  5,522千円 

・ シーズン宿泊者                  約 2万人 

・ 旅館・民宿・山小屋全体の満室人員         743名 

・ 歌舞伎、真夏の雪まつり等のイベント時には概ね満室状態 

 

 

１） 将来人口を達成するための民間増収規模 

・ 宿の原価率を15％と仮定する。 

・ 各宿で雇用した者の収入は500万円/世帯とする。 

・ 将来人口を達成するための民間増収規模 ⇒ 約 0.7億円/年の増収が必要 

⇒ 観光シーズンの宿泊者を0.6万人増 
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２）増収による新規雇用を行った場合の将来人口シミュレーション 

【算出式】 

基本シミュレーション（平成 27（2015）年の人口 605 人（図-1 将来人口予測

「シミュレーション」より） 

 ＋ 

① 村内独身者の内 5 名が村内で結婚すると仮定 

 ＋ 

② 8 割程度の民宿等（特に後継者がない宿）で若い世帯の雇用を創出する 

 ※雇用条件は次頁の設定条件 参照 

 ＋ 

③ イベント等の実施能力がある人材を 5 年に 2人は外部から定住させる 

 

 

 

【人口規模 600 人を維持するための条件】 

・宿泊施設の稼働状況は、観光シーズンで現状の+7%増（約 6 千人増）が必要 

・売上増（約 65百万円）から 12世帯の雇用を創出 

・平成 37（2025）年から段階的に 3 世帯/5 年（1 世帯＝2.5 人と仮定）を雇用 

・新規世帯の約半数が 5年以内に子供 1人を出生と仮定 
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